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日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促

進
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
特
定
事
業
の
選
定
…
…
…（
生

活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
ス
ポ
ー
ツ
施
設
部
施
設
整
備
第
一
課
）…
�

○
建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
二
課
）…
�

公

告

○
再
開
発
等
促
進
区
を
定
め
る
地
区
計
画
の
原
案
…
…
…
…

…
…（
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
土
地
利
用
計
画
課
）…
�

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
二
課
）…
��

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
）…
��

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
意
見
の
概
要
…
…（
同
）…
��

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
六
十
号

民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
七
条
の
規
定
に
基

づ
き
、
有
明
ア
ー
バ
ン
ス
ポ
ー
ツ
パ
ー
ク
整
備
運
営
事
業
を
特
定
事

業
と
し
て
選
定
し
た
の
で
、
同
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

特
定
事
業
の
選
定
に
当
た
っ
て
の
客
観
的
な
評
価
の
結
果
を
公
表
す

る
。

令
和
四
年
九
月
二
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
六
十
一
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
道
路
を
指
定
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
九
月
二
十
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

名

取

伸

明

指
定
に
係
る
道

路
の
種
類

指
定
年
月
日

指
定
に
係
る
道

路
の
位
置

指
定
に
係
る
道

路
の
延
長
及
び

幅
員
（
単
位
メ

ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
四
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

令
和
四
年
九

月
六
日

清
瀬
市
中
清
戸

三
丁
目
三
百
九

十
五
番
二
、
三

百
九
十
六
番
一

延
長

二
五
三
・
一
二

幅
員一

八
・
〇
〇

及
び
三
百
九
十

七
番
一
の
各
一

部
、
同
番
一
地

先
並
び
に
同
番

三
、
三
百
九
十

八
番
五
、
四
百

六
十
八
番
一
、

同
番
三
、
同
番

四
、
四
百
七
十

番
一
、
同
番
三
、

同
番
四
、
同
番

十
一
、
同
番
十

三
及
び
同
番
十

五
の
各
一
部
、

同
番
十
八
、
四

百
七
十
四
番
一

の
一
部
、
同
番

二
並
び
に
同
番

三
か
ら
同
番
五

ま
で
及
び
同
番

十
二
の
各
一
部
、

同
番
二
十
一
、

同
番
三
十
四
の

一
部
並
び
に
同

番
三
十
六
か
ら

同
番
三
十
九
ま

で

公

告

再
開
発
等
促
進
区
を
定
め
る
地
区
計
画
の
原
案
に
つ

い
て

東
京
都
再
開
発
等
促
進
区
を
定
め
る
地
区
計
画
等
の
案
の
作
成
手

続
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例
第
三
十
六
号
。
以
下

「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
再
開
発
等
促
進
区

を
定
め
る
地
区
計
画
の
変
更
の
原
案
を
次
の
よ
う
に
公
告
し
、
縦
覧

に
供
す
る
。

な
お
、
条
例
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
同
原
案
に
係
る
区
域
内
の

土
地
の
所
有
者
及
び
都
市
計
画
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第

百
五
十
八
号
）
第
十
条
の
四
に
規
定
す
る
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、

縦
覧
開
始
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
週
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
知

事
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
四
年
九
月
二
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

勝
ど
き
六
丁
目
地
区
地
区
計
画

二

位
置

変
更
す
る
区
域

中
央
区
勝
ど
き
六
丁
目
地
内

三

区
域

別
図
一
の
と
お
り

四

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
中
央
区
役
所

五

縦
覧
期
間

公
告
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間

六

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

一

名
称

品
川
駅
東
口
地
区
地
区
計
画

二

位
置

変
更
す
る
区
域

港
区
港
南
一
丁
目
、
港
南
二
丁
目
及
び

品
川
区
北
品
川
一
丁
目
各
地
内

三

区
域

別
図
二
の
と
お
り

四

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
並
び
に
港
区
役
所
及
び
品
川

区
役
所

五

縦
覧
期
間

公
告
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間

六

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

一

名
称

田
町
駅
東
口
地
区
地
区
計
画

二

位
置

変
更
す
る
区
域

港
区
芝
浦
三
丁
目
及
び
芝
浦
四
丁
目
各

地
内

三

区
域

別
図
三
の
と
お
り

四

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
港
区
役
所

五

縦
覧
期
間

公
告
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間

六

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
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一

名
称

汐
留
地
区
地
区
計
画

二

位
置

変
更
す
る
区
域

港
区
東
新
橋
一
丁
目
、
東
新
橋
二
丁
目

及
び
海
岸
一
丁
目
各
地
内

三

区
域

別
図
四
の
と
お
り

四

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
港
区
役
所

五

縦
覧
期
間

公
告
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間

六

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

一

名
称

環
状
第
二
号
線
新
橋
・
虎
ノ
門
地
区
地
区

計
画

二

位
置

変
更
す
る
区
域

港
区
新
橋
三
丁
目
、
新
橋
四
丁
目
、
西

新
橋
二
丁
目
、
虎
ノ
門
一
丁
目
、
虎
ノ

門
二
丁
目
、
虎
ノ
門
三
丁
目
及
び
愛
宕

一
丁
目
各
地
内

三

区
域

別
図
五
の
と
お
り

四

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
港
区
役
所

五

縦
覧
期
間

公
告
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間

六

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

一

名
称

赤
坂
九
丁
目
地
区
地
区
計
画

二

位
置

変
更
す
る
区
域

港
区
赤
坂
六
丁
目
、
赤
坂
九
丁
目
、
六

本
木
四
丁
目
及
び
六
本
木
七
丁
目
各
地

内

三

区
域

別
図
六
の
と
お
り

四

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
港
区
役
所

五

縦
覧
期
間

公
告
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間

六

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

一

名
称

田
町
駅
東
口
北
地
区
地
区
計
画

二

位
置

変
更
す
る
区
域

港
区
芝
浦
一
丁
目
及
び
芝
浦
三
丁
目
各

地
内

三

区
域

別
図
七
の
と
お
り

四

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
港
区
役
所

五

縦
覧
期
間

公
告
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間

六

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

一

名
称

市
谷
本
村
町
・
加
賀
町
地
区
地
区
計
画

二

位
置

変
更
す
る
区
域

新
宿
区
市
谷
田
町
一
丁
目
、
市
谷
本
村

町
、
市
谷
砂
土
原
町
一
丁
目
、
市
谷
左

内
町
、
市
谷
加
賀
町
一
丁
目
、
市
谷
加

賀
町
二
丁
目
、
市
谷
長
延
寺
町
、
市
谷

鷹
匠
町
、
納
戸
町
及
び
市
谷
薬
王
寺
町

各
地
内

三

区
域

別
図
八
の
と
お
り

四

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
新
宿
区
役
所

五

縦
覧
期
間

公
告
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間

六

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

一

名
称

大
久
保
三
丁
目
西
地
区
地
区
計
画

二

位
置

変
更
す
る
区
域

新
宿
区
百
人
町
二
丁
目
及
び
大
久
保
三

丁
目
各
地
内

三

区
域

別
図
九
の
と
お
り

四

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
新
宿
区
役
所

五

縦
覧
期
間

公
告
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間

六

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

一

名
称

大
崎
駅
東
口
第
２
地
区
地
区
計
画

二

位
置

変
更
す
る
区
域

品
川
区
大
崎
一
丁
目
地
内

三

区
域

別
図
十
の
と
お
り

四

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
品
川
区
役
所

五

縦
覧
期
間

公
告
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間

六

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
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都
市
計
画
課

一

名
称

東
五
反
田
地
区
地
区
計
画

二

位
置

変
更
す
る
区
域

品
川
区
東
五
反
田
二
丁
目
、
東
五
反
田

三
丁
目
及
び
北
品
川
五
丁
目
各
地
内

三

区
域

別
図
十
一
の
と
お
り

四

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
品
川
区
役
所

五

縦
覧
期
間

公
告
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間

六

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

一

名
称

東
品
川
四
丁
目
地
区
地
区
計
画

二

位
置

変
更
す
る
区
域

品
川
区
東
品
川
三
丁
目
及
び
東
品
川
四

丁
目
各
地
内

三

区
域

別
図
十
二
の
と
お
り

四

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
品
川
区
役
所

五

縦
覧
期
間

公
告
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間

六

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

一

名
称

大
崎
駅
東
口
第
３
地
区
地
区
計
画

二

位
置

変
更
す
る
区
域

品
川
区
大
崎
一
丁
目
地
内

三

区
域

別
図
十
三
の
と
お
り

四

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
品
川
区
役
所

五

縦
覧
期
間

公
告
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間

六

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

一

名
称

武
蔵
小
山
駅
東
地
区
地
区
計
画

二

位
置

変
更
す
る
区
域

品
川
区
小
山
三
丁
目
地
内

三

区
域

別
図
十
四
の
と
お
り

四

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
品
川
区
役
所

五

縦
覧
期
間

公
告
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間

六

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

一

名
称

北
品
川
五
丁
目
地
区
地
区
計
画

二

位
置

変
更
す
る
区
域

品
川
区
北
品
川
五
丁
目
地
内

三

区
域

別
図
十
五
の
と
お
り

四

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
品
川
区
役
所

五

縦
覧
期
間

公
告
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間

六

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

一

名
称

西
品
川
一
丁
目
地
区
地
区
計
画

二

位
置

変
更
す
る
区
域

品
川
区
西
品
川
一
丁
目
、
西
品
川
二
丁

目
、
西
品
川
三
丁
目
、
大
崎
一
丁
目
及

び
広
町
二
丁
目
各
地
内

三

区
域

別
図
十
六
の
と
お
り

四

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
品
川
区
役
所

五

縦
覧
期
間

公
告
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間

六

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

一

名
称

豊
島
八
丁
目
地
区
地
区
計
画

二

位
置

変
更
す
る
区
域

北
区
豊
島
八
丁
目
、
王
子
五
丁
目
及
び

神
谷
一
丁
目
各
地
内

三

区
域

別
図
十
七
の
と
お
り

四

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
北
区
役
所

五

縦
覧
期
間

公
告
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間

六

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

一

名
称

臨
海
町
二
丁
目
地
区
地
区
計
画

二

位
置

変
更
す
る
区
域

江
戸
川
区
臨
海
町
一
丁
目
及
び
臨
海
町

二
丁
目
各
地
内
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三

区
域

別
図
十
八
の
と
お
り

四

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
江
戸
川
区
役
所

五

縦
覧
期
間

公
告
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間

六

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
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